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２ 令和７年度一般会計当初予算歳出の主な事業【健康医療局関係】 

 

(1) ５款 衛生費 １項 公衆衛生費 

・ 未病改善対策推進費 37,773千円 

未病対策普及啓発事業費 13,928千円 

県民が、自らの身体の状態をチェックし、専門家からのアドバイス

を受けられる環境を整備するため、「未病センター」設置の促進やウ

ェブサイトを使った普及啓発等を行う。また、子どもが正しい生活習

慣を身に付けたり、働く世代に未病改善を意識してもらうため、キャ

ラクターショーの実施や動画の作成、県民向けのイベント等で健康測

定・アドバイスを実施する。 

 

・ 歯科保健対策費 16,546千円 

歯の健康づくり事業費 7,193千円 

県民の生涯を通じた歯及び口腔の健康づくりを推進するため、口腔

ケアに関する普及啓発や、医療・保健・福祉関係従事者の人材育成等

を実施する。また、フッ化物洗口の実施を推進するため、モデル事業

を実施する。 

 

一部○新・ 母子保健管理指導費 218,740千円 

一部○新ア 低出生体重児育児支援事業費 6,320千円 

低出生体重児の保護者が安心して育児できる環境を整備するため

に、かながわリトルベビーハンドブックの配布、人材育成、周知啓

発のほか、新たに交流の場の立ち上げを行う。 

 

○新イ 妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業費 

 7,902千円 

メンタルヘルスに課題のある妊産婦を支援するため、拠点病院を

中心に行政・産科・精神科等の関係機関が連携した地域のネットワ

ークを構築する。 

 

○新ウ 妊婦に対する交通費及び宿泊費支援事業費補助 1,192千円 

安全・安心に妊娠・出産ができる環境を実現するため、遠方の医

療機関等で妊婦健診を受診、又は出産の必要のある妊婦へ交通費等

の助成事業を行う市町村に対して補助する。 
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・ プレコンセプションケア推進事業費 33,706千円 

若い世代におけるプレコンセプションケア（将来の妊娠のための健

康管理）を推進するため、専門家によるオンライン相談や企業向けプ

レコンセプションケア講座等を実施し、若い男女への積極的な周知等

を図る。 

 

・ 不妊治療費助成事業費補助 47,253千円 

希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、

市町村と連携して、健康保険の適用外となる不妊治療のうち「先進医

療」に指定された治療に係る費用の一部を補助する。 

 

一部○新・ 出産・子育て支援事業費 509,788千円 

○新産後ケア事業補助 349,416千円 

産後、心身のケアや育児のサポート等の支援を必要とする全ての方

が利用できる環境整備を図るため、地域子ども・子育て事業として産

後ケア事業を実施する市町村に対して経費の一部を補助する。 

 

一部○新・ 難病対策事業費 5,431,802千円 

ア 難病患者医療費 5,169,600千円 

難病患者の医療費の負担軽減を図るため、対象疾病に係る保険医

療費の自己負担分の一部を補助する。 

 

○新イ ＰＭＨ連携対応指定難病特定医療費等管理システム事業費 

 31,558千円 

指定難病等の患者に対する医療費助成の支給認定に関する手続き

を行うシステムを改修し、ＰＭＨと連携することで、マイナンバー

カードの特定医療費受給者証利用を可能とする。 

 

一部○新・ 循環器病対策事業費 83,350千円 

ア 心臓リハビリテーション推進事業費補助 40,500千円 

包括的な心臓リハビリテーション提供体制を整備するため、地域

連携の強化や医療従事者の人材育成にかかる人件費のほか、設備整

備にかかる費用に対して補助する。 
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○新イ 循環器病腎硬化症重症化予防事業費 29,290千円 

治療中断者及び特定健診ハイリスク者に適切な介入を行うことで、

循環器病の発症予防、ＣＫＤ（慢性腎臓病）の重症化予防や人工透

析への移行を防止するとともに、医療費の適正化を図るため、対象

者抽出に係る市町村の事務負担軽減及び地域の医療機関との円滑な

連携を支援する。 

 

一部○新・ 精神保健福祉審議会等運営費 14,970千円 

○新ア 精神障害者目線の社会検討事業費 1,476千円 

精神障がいを抱えた方の生きやすさ、自己実現に関する課題を当

事者目線で把握し、自分らしく生きていける社会づくりを中長期的

な目線に立って協議するため、『「精神障害者目線の社会」検討会

議』を開催する。 

 

一部○新イ 精神科病院実地審査事務費 1,302千円 

人権に配慮した適正な精神医療の確保を図るため、精神保健福祉

法（第38条の６）等に基づき、精神科病院に対する実地指導及び精

神科病院入院者に対する実地審査を実施する。実地審査又は実施指

導を行う精神保健指定医の報酬の見直しを行う。 

 

・ こころの健康づくり推進事業費 489,832千円 

ア こころ・つなげよう電話相談事業費 218,994千円 

こころの健康に関する悩みに対応するため、24時間体制・フリー

ダイヤルでの電話相談を実施する。また、緊急の相談を優先的に対

応する専用相談回線を設置する。 

 

○新イ ゲーム障害対策推進事業費 4,248千円 

ゲーム障害の未然防止のため、その危険性についてわかりやすく

説明する動画を制作する。 

 

一部○新・ 精神障害者虐待防止対策事業費 33,875千円 

○新ア 虐待防止対応力向上研修事業費 3,146千円 

精神科病院職員の虐待防止意識の向上と実践的な知識・スキルの

習得を図るため、最新かつ専門的な知識・経験を有する専門家によ

る全体研修と、同専門家を病院へ個別に派遣し、対面形式による実

務研修を実施する。 
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一部○新イ 精神科病院処遇改善設備支援事業費 27,659千円 

精神科病院の職員による入院患者に対する効果的なケアと虐待

防止を図るため、病院内における見守りカメラの設置費に加え、

低床電動ベッド等のサポート機器の導入費に対して補助する。 

 

一部○新・ 精神障害者地域生活支援事業費 32,265千円 

一部○新精神科病院入院者訪問支援事業費 25,284千円 

精神科病院の入院者の孤立を防止し退院に向けた支援につなぐため、

「入院者訪問支援員」を精神科病院に派遣する回数を拡充するととも

に、新規入院者に加えて長期入院者の気持ちや不安についても傾聴し、

必要に応じて入院生活や退院後の生活に役立つ情報を提供する。 

 

一部○新・ 精神科医療推進費 19,123千円 

○新ア 行動制限最小化推進事業費 5,967千円 

精神科病院における行動制限最小化を推進するため新たにモデル

病院を選定し、実地・派遣研修を行うとともに、先進的な患者対応

手法であるオープンダイアローグの試行や検討を行う。 

 

○新イ 身体合併症連携モデル事業費 12,456千円 

精神科病院における身体合併症患者の対応力向上及び地域におけ

る精神科と身体科の連携を強化するため、精神科病院と身体科病院

が連携するモデル病院を選定し、相互に治療に関する助言や医療従

事者の派遣等を行う。 

 

一部○新・ 精神科救急医療対策事業費 413,548千円 

ア 精神科救急医療対策事業費 384,286千円 

精神科救急医療体制を整備し、診察が必要な方に対する医療や

保護を迅速かつ的確に実施するため、措置患者等を移送するシス

テムを構築するとともに、休日や夜間の精神科救急患者を受け入

れる体制の整備を行う。 

 

一部○新イ 措置診察体制整備事業費 10,171千円 

行政の診察に協力する精神保健指定医を継続的に確保するため、

措置診察等に従事する精神保健指定医の報酬について、昨今の社会

情勢の変化や診療報酬に合わせた見直しを行う。 
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・ がん対策推進費 180,097千円 

ア がん診療連携拠点病院機能強化事業費 117,010千円 

がん診療連携拠点病院の機能及び地域連携の強化を図るため、が

ん診療連携拠点病院において、医療従事者に対する研修や、がん患

者やその家族に対する相談支援事業等に対して補助する。 

 

イ 妊孕性温存治療費等女性事業費 44,707千円 

若年がん患者等が行う妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療の

経済的な負担を軽減するため、要した保険適用外費用の一部を補助

する。 

 

(2) ５款 衛生費 ２項 環境衛生費 

一部○新・ 生活衛生指導費 153,564千円 

○新食品収去検査システム導入費 16,841千円 

食品衛生法等に基づく食品収去に係るデータ等の効率的な管理、運

用を行うため、食品収去検査システムを導入する。 

 

一部○新・ 食肉衛生検査所運営費 39,108千円 

○新と畜検査手数料収納等業務委託費 2,496千円 

と畜検査の効率的な運用及び申請者の利便性の向上を図るため、申

請書の受理及び手数料収納等に係る事務を委託する。 

 

一部○新・ 動物保護対策費 87,565千円 

一部○新ア 動物保護事業費 50,588千円 

人と動物との共生社会の実現のため、犬や猫などの動物による危

害防止、狂犬病発生時におけるまん延防止を図る。また、ペットシ

ョップなどの動物取扱業者に対し、動物の販売、保管、飼養等の適

正化に向けた取組を行う。 

 

イ かながわペットのいのち基金推進事業費 28,778千円 

県が保護した犬猫等の譲渡を推進するため、かながわペットの

いのち基金を活用して治療や馴化、譲渡機会の拡大などの取組を

行う。 
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一部○新・ 多頭飼育対策費 24,467千円 

多頭飼育崩壊を防ぐため、福祉部局との連携強化や普及啓発を行う

とともに、不適切な多頭飼育者への見守り体制の強化、避妊去勢手術

の支援を行う。また、多頭飼育崩壊により保護した犬や猫の避妊去勢

手術、感染症対策等を行う。 

 

(3) ５款 衛生費 ３項 保健所費 

・ 保健福祉事務所維持運営費 291,847千円 

地域保健福祉の広域的、専門的かつ技術的拠点として設置している

保健福祉事務所の運営を行う。 

 

・ 平塚保健福祉事務所秦野センター新築工事費 30,000千円 

老朽化に伴い施設を移転・再整備するため、令和５年度から令和８

年度にかけて新築工事を行う。 

 

(4) ５款 衛生費 ４項 医薬費 

・ 医療機関整備対策費 2,428,034千円 

ア 回復期病床等転換施設整備費補助 1,191,001千円 

不足が見込まれる回復期や慢性期の病床確保の取組を推進するた

め、医療機関の病床転換等に向けた施設整備に対して補助する。 

 

イ 県西構想区域病床機能分化・連携推進事業費補助 850,000千円 

地域内の病床の機能分化・連携を推進するため、県西地域におけ

る中核的な医療機関である小田原市立病院の再整備事業に対して補

助する。 

 

・ 地域医療介護連携ネットワーク構築費 990,655千円 

県民に医療・介護をより適切かつ効率的に提供するため、令和６年

度から横須賀・三浦地域及び周辺地域等において構築している患者の

医療・介護情報を地域の医療機関・薬局・介護事業所間でデジタル共

有する地域医療介護連携ネットワーク（ＥＨＲ）を拡充する。 

 

・ 産科・小児医療施設等誘致事業費補助 661,606千円 

安心して妊娠、出産及び子育てを行える環境を整備するため、産

科・小児医療施設等を開設する事業者の施設整備費などに対して補助

する。 
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○新・ 小児入院患者付添等環境改善事業費補助 27,160千円 

入院中の子どもの家族の付添い等に係る環境改善のため、医療機関

が実施する施設内の修繕、物品等の購入に係る費用に対して補助する。 

 

・ 在宅医療推進費 133,472千円 

ア 在宅医療提供体制整備費補助 45,600千円 

増大する在宅医療需要に対応するため、新たに在宅医療に参画す

る医療機関や、在宅患者の受入強化に取り組む医療機関等が必要と

なるオンライン診療や見守り支援に活用する情報通信機器の整備等

に対して補助する。 

 

イ 在宅医療退院支援強化事業費補助 42,240千円 

入院医療から在宅医療への円滑な移行を促進し、増大する在宅医

療需要に対応するため、在宅医療を担う診療所等が「退院支援」に

積極的に取り組むために必要となる人件費に対して補助する。 

 

一部○新・ 医師等確保対策費 1,752,019千円 

ア 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助 771,553千円 

医療機関の働き方改革を支援するため、最新の知見や技能又は高

度な技能を修得できるような医師を育成する医療機関に対し、チー

ム医療の推進やＩＣＴ等による業務改革を進めるための費用に対し

て補助する。 

 

○新イ 医師確保・能力開発対策費 50,000千円 

今後、需要の拡大が見込まれる高齢者への医療を担う医師を養成

するため、横浜市立大学が令和７年度から設置する寄附講座に対す

る支援を行う。併せて、寄附講座からの医師派遣も通じて、医師少

数区域における短期的な医師確保機能を新たに創出する。 

 

○新ウ 勤務環境改善医師確保対策事業費補助 122,582千円 

ＩＣＴ機器の導入や医師業務の他職種へのタスク・シフト/シェ

アなど、医療機関の業務効率化等の支援について、既存事業から対

象となる医療機関を拡大する新規事業を創設し、勤務環境改善を促

進して、将来的な医師確保に寄与する環境を整備する。 
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一部○新・ 災害時医療救護体制整備費 912,693千円 

○新ア 非常用自家発電及び給水設備整備費補助 138,489千円 

災害時においても必要な医療を受けられる体制を確保するため、

医療機関が実施する非常用自家発電設備及び給水設備の整備費用に

対して補助する。 

 

○新イ 医療施設ブロック塀改修等施設整備費補助 1,610千円 

地震発生時においても必要な医療を受けられる体制を確保するた

め、医療機関が実施する医療施設ブロック塀の改修等の整備費用に

対して補助する。 

 

一部○新ウ 衛生通信環境整備の促進 30,736千円 

大規模災害時の災害医療を円滑に行うため、県機関の災害時の衛

星通信環境を強化するほか、新たに災害拠点病院等が行う衛星通信

システムの設置に対して補助する。 

 

○新・ 医療施設等経営強化緊急支援事業費 2,009,506千円 

物価高騰や患者減少等により経営状況の急変等に直面している医療

機関を支援するため、救急医療・周産期医療体制の確保に資する施設

整備等が困難な医療機関や病床の適正化を行う医療機関に対して支援

を行う。 

 

一部○新・ 救急医療相談事業費 601,096千円 

令和６年度から全県展開している救急医療相談（♯7119）について、

さらなる適正受診を促進するとともに利便性の向上を図るため、現在

の電話での相談に加え、ＬＩＮＥでの相談機能等を追加し、実施する。 

 

・ 三次救急医療対策費 638,058千円 

ア 救命救急センター等運営費補助 316,327千円 

心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命救急医療を

行うため、救命救急センターの運営費に対して補助する。 

 

イ ドクターヘリ推進事業費 321,731千円 

救急搬送時の搬送時間（治療開始時間）を短縮するため、ドクタ

ーヘリの運営費等に対して補助する。 
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・ 特殊救急医療対策費 1,058,105千円 

ア 小児救急医療病院群輪番制運営費 245,132千円 

休日、夜間の小児二次救急医療体制の確保を図るため、市町村と

医師会等が協力して実施する病院群輪番制の運営費に対して補助す

る。 

 

イ 周産期救急医療体制推進強化事業費補助 641,723千円 

妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効率的に提供す

るため、周産期救急医療システム受入病院の運営費及び基幹病院が

行うブロック内の受入調整業務に対して補助する。 

 

・ 国民健康保険事業会計繰出金 46,150,972千円 

国民健康保険事業の円滑な推進及び財政の安定化を図るため、国民

健康保険事業会計に繰出しを行う。 

 

・ 後期高齢者医療定率負担金 86,051,078千円 

後期高齢者医療保険財政の安定的運営に資するため、神奈川県後期

高齢者医療広域連合が負担する後期高齢者医療制度被保険者の療養の

給付等に要した費用について、定率の負担を行う。 

 

一部○新・  看護師等確保定着推進事業費 1,423,516千円 

ア 看護業務等ＩＣＴ導入支援事業費補助 423,582千円 

病院の看護職員の業務負担を軽減するため、看護業務の効率化・

省力化を図るためのＩＣＴシステム等の導入費用に対して補助する。 

 

○新イ かながわ地域看護師養成事業費補助 17,316千円 

患者の状態に応じて切れ目なく円滑に医療を提供するため､看護

師が急性期病院や介護施設､在宅など幅広い領域に対応する能力を

持つことができるよう､新たに地域内の異なる施設間における人材

交流・育成を支援する。 

 

・ 電子処方箋活用・普及促進事業費 450,289千円 

電子処方箋の利活用による質の高い医療サービスの提供や重複投薬

等の抑制を推進するため、電子処方箋の運用を開始する医療機関・薬

局の導入費用の補助等を行う。 
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一部○新・ 薬剤師確保対策費 5,217千円 

医薬品提供体制の維持に必要な薬剤師を確保するため薬剤師の確保

にかかる対策について検討するとともに、必要な対策を実施する。 

 

一部○新・ 災害時医薬品等確保体制整備事業費 10,474千円 

大規模災害時における市町村の災害救助活動を支援するため、医薬

品供給体制及び薬剤師の医療救護活動体制を整備する。また、急を要

する疾病に対応する国有ワクチン等の速やかな供給体制を整備する。

さらに大規模災害時に備えた保健医療救護活動体制の充実を図るため、

災害時の薬事対応に関する助言等を行う災害薬事コーディネーターを

配備し、薬事に関する医療救護活動体制の整備を推進する。 

 

(5) ５款 衛生費 ５項 病院費 

一部○新・ 総合リハビリテーションセンター費 2,977,228千円 

総合リハビリテーションセンター（厚木市七沢）の管理権限を指定

管理者に委任し運営させることで、福祉と医療の連携による総合的か

つ一貫したリハビリテーションを実施するほか、医療ＤＸ等に対応し

た電子カルテシステムの改修を行う。 

 

・ リハビリテーションロボット普及推進事業費 66,254千円 

神奈川リハビリテーション病院（厚木市七沢）において、リハビリ

テーションロボットの相談や訓練等を行うとともに、筋電義手の認知

度向上に向けた広報や関係機関との連携強化を行う。 

 

○新・ 総合リハビリテーションセンターあり方検討事業費 5,043千円 

今後の施設のあり方を含めた抜本的な検討を行うため、有識者等に

よるあり方検討会の運営やセンターの機能等の調査分析を行う。 

 

一部○新・ 病院機構負担金 14,361,791千円 

○新ア 医療安全サポート機器導入事業費 219,100千円 

県立病院機構における医療安全に係る体制強化を支援するため、

二次元バーコードバンド等の医療安全サポート機器を導入する。 
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○新イ 県立病院機構医療ＤＸ推進事業費 133,754千円 

オンライン診療やスマート受診の体制を構築するために必要なソ

フトウェア等の導入のほか、機構５病院で保有している医療データ

を共有し、有効活用するための情報プラットフォームを整備する。 

 

○新ウ 県西地域医療ＤＸ推進事業費 30,679千円 

地域の拠点病院である足柄上病院（松田町松田惣領）を核とした

病院間連携を中心に、オンライン診療、遠隔診療をはじめ、将来的

に福祉サービスや災害対応にも活用できるデジタル情報基盤の構築

に向けた検討を行う。 

 

(6) 11款 教育費 ９項 大学費 

一部○新・ 保健福祉大学交付金 2,842,891千円 

保健、医療及び福祉分野における高度で専門的な知識及び技術を教

授研究するとともに、ヒューマンサービスを実践できる人材及び地域

や国際社会で活躍できる人材を育成するため、公立大学法人神奈川県

立保健福祉大学に、新たに実施する成績等優秀者への給付型奨学金制

度費用を含む運営費を交付する。 
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【議案（条例その他） 定県第42号議案】 

 

７ 精神保健指定医の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

精神保健指定医の安定した確保に向け、報酬額の引き上げを行うため、

所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

精神保健指定医に対し精神障害に関する診察等をさせた場合の報酬単

価を引き上げる。（第２条関係） 

 

(3) 施行期日 

令和７年４月１日 
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【議案（条例その他） 定県第43号議案】 

 

８ 神奈川県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一

部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

水道法施行令の一部改正に伴い、県が設置する専用水道の水道技術管

理者の資格要件等に関し、所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

ア 履修科目及び実務経験年数の見直し 

大学の土木工学科又はこれに相当する課程における履修科目の規定

を廃止するとともに、その場合に必要な実務経験年数を改正する。

（第１項関係） 

イ 実務経験年数が緩和される対象施設の見直し 

学歴等の要件ごとに規定されている必要な技術上の実務経験年数を

２分の１の期間とできる施設規模の要件を改正する。（第２項関係） 

ウ その他所要の規定の整備を行う。（第１項及び第２項関係） 

 

(3) 施行期日 

令和７年４月１日 
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【議案（条例その他） 定県第44号議案】 

 

９ かながわペットのいのち基金条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

関連事務の移譲を受けている市町村が犬猫の引き取り等を行った場合

について、基金を活用できるようにするため、所要の改正を行うもので

ある。 

 

(2) 改正の内容 

県が実施する場合には基金の活用対象となる業務について、事務処理

の特例に関する条例により関連事務の移譲を受けている市町村が収容し

た動物に対しても、基金を活用できるようにする規定を追加する。（第

２条、第７条関係） 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

  ア 施行期日 

令和７年４月１日 

  イ 経過措置 

この条例の施行の日前に積み立てられた資金（同日以後に当該資金

に係る基金の運用から生ずる収益金を含む。）に係る基金の処分につ

いては、改正後の第７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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【議案（条例その他） 定県第54号議案】 

 

10 地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期計画の認可の概要 

 

(1) 趣旨 

県が地方独立行政法人神奈川県立病院機構(以下「病院機構」とい

う。）に指示した「地方独立行政法人神奈川県立病院機構第四期中期目

標」（令和７年度～令和11年度）を達成するため、病院機構が策定した

第四期中期計画について認可する。 

 

(2) 内容 

ア 前文 

本部と各病院が一体となって、運営基盤の刷新を前提に、医療人材

の確保と育成、臨床研究の推進、医療安全対策や災害時の医療提供、

各病院の連携の推進等に取り組む。 

指標等を活用しながらＰＤＣＡサイクルを適切に機能させ、必要に

応じて変更を加えながら質の高い医療の提供を安定的に行う。 

イ 中期計画の期間 

令和７年４月１日から令和12年３月31日までの５年間とする。 

ウ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

(ｱ) 高度医療の提供 

ａ 多様な医療需要に応えるために、病院機能を多様化し、病院間

連携を強化する。 

ｂ 高度・専門医療の提供、地域医療の支援等を確実に行うために、

質の高い人材の確保、定着及び育成を行う。 

ｃ 質の高い医療を提供するために、ＩＣＴ等の科学技術や医療機

器等を効果的に導入する。 

ｄ 医療水準の向上及び医療人材の育成のために、臨床研究に取り

組み、その成果を積極的かつ分かりやすく発信する。 

ｅ 地域包括ケアシステム、地域医療構想及び医療と福祉の連携の

推進に向け、地域の医療機関等との機能分化・連携強化を進める。 

(ｲ) 災害・感染症医療提供体制の充実・強化 

ａ 災害発生時に県の医療救護活動の拠点機能を担うために、県と

協力し、体制を整える。 

ｂ 感染症の発生予防やまん延防止に適切な対応を図るため、県の
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医療提供体制の構築に積極的に寄与する。 

(ｳ) 患者や家族、地域から信頼される質の高い医療 

ａ 患者の権利及び人格を尊重し、患者及び家族等が安心して受け

られる医療の提供を目指す。 

ｂ 高い信頼性の下で県民に選ばれる病院となるよう、患者サービ

スを充実させ、すべての県民に情報を適時適切かつ分かりやすく

提供、発信する。 

ｃ 患者が安全に医療を受けられるよう、患者の安全確保や院内の

感染管理への取組といった医療安全対策を推進する。 

ｄ 第三者評価の活用により、継続的な病院の質の改善につなげる。 

(ｴ) 各病院の主な機能と今後の取組 

ａ 足柄上病院 

複数疾患が併存する患者への包括的な診断及び治療を実施する。 

生活機能障害に対するケア等の総合診療に取り組む。 

感染症医療、災害医療、回復期医療及び救急医療の充実・強化

を図るとともに、医療ＤＸの推進による未来型の医療を提供する。 

ｂ こども医療センター 

小児の心疾患や先天性異常等に対する手術や難治性疾患、希少

疾患等に対する高度・専門医療を提供する。 

成人移行期外来における自立支援及び成人期の医療機関との連

携に取り組む。 

神奈川県立病院機構医療安全推進体制に係る外部調査委員会に

よる19の提言を着実に履行する。 

ｃ 精神医療センター 

思春期医療、依存症医療、ストレスケア医療及び医療観察法医

療等の高度・専門医療を提供する。 

精神科救急・急性期医療を提供する。 

隔離・身体的拘束の最小化等、当事者目線による人権に配慮し

た治療を実施する。 

ｄ がんセンター 

手術、放射線及びがん薬物療法や緩和ケアによる集学的ながん

医療の質の向上を図る。 

がんゲノム医療連携病院等との連携を通じた遺伝子パネル検査

の実施と治療機会を提供する。 

重粒子線治療の認知度向上に努め、受入れ患者数を増加する。 

他病院で対応困難な希少がん、原発不明がん及び多重がんの治
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療を実施する。 

アピアランスケアや就労支援等の多様な相談に対応する。 

ｅ 循環器呼吸器病センター 

併存疾患への対応等総合的な医療を提供する。 

間質性肺炎等呼吸器分野の難病患者に対する多職種によるチー

ム医療を提供する。 

総合的な結核医療を実施する。 

(ｵ) 県の施策との連携・協働  

県が推進する保健医療施策等について、県と連携して取り組む。 

エ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措

置 

(ｱ) 適正な業務の確保 

ａ 行動指針等の研修や内部監査の実施により、職員のコンプライ

アンス意識を向上し、内部統制を強化する。 

ｂ 重大事項等の発生時における報告を徹底する。 

ｃ 個人情報の保護対策を徹底し、適切な情報管理を行う。 

(ｲ) 業務運営の改善及び効率化～医療ＤＸの推進～ 

ａ 各病院への情報システム部門の設置により、部門横断的な医療

情報活用体制を整備し、医療ＤＸの推進体制を構築する。 

ｂ 画像診断、病理診断等の遠隔システムによる共同診療やオンラ

イン診療体制の構築及び実施とともに、予約、問診、診療、会計、

処方等をオンライン上で処理するシステムを用い、患者待ち時間

を短縮する。 

(ｳ) 収益の確保及び費用の節減 

ａ 管理会計としての月次・四半期実績を用いた経営分析及び経営

改善策の実施により、自律的な病院経営を実現する。 

ｂ キャッシュレス決済等の支払方法の多様化を通じた未収金の発

生防止により、収益を確保する。 

ｃ 診療材料の共同購入対象品目等の一層の集約化により、費用を

節減する。 

オ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

(ｱ) 経営基盤の確立について 

財務内容の改善により、安定した経営基盤を確立する。 

(ｲ) 運営費負担金等について 

ａ 建設改良費及び長期借入金等償還金（元金・利子）に充当され

る運営費負担金については、経常費助成のための運営費負担金と
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する。 

ｂ 長期借入を行う際は、中長期的な投資計画を策定する。 

カ 短期借入金の限度額 

3,000百万円 

キ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込

まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

ク 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする

ときは、その計画 

なし 

ケ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、医療機器

の購入に充てる。 

コ 料金に関する事項 

病院の診療料その他の諸料金の額を定める。 

サ その他業務運営に関する重要事項 

(ｱ) 人事に関する事項 

医師確保に係る県内外の連携協力体制を構築する。 

タスクシェアやタスクシフト等により長時間労働を見直し、業務

を効率化する。 

(ｲ) 施設管理及び施設整備・修繕に係る計画の検討 

患者・家族が安心して利用できるよう、設備の適切な維持管理に

努める。 

(ｳ) 情報の公表・公開について 

積極的な情報の公表・公開を総合的に推進する。 

(ｴ) 長期借入金の限度額 

11,228百万円 

(ｵ) 積立金の処分に関する計画 

なし 

シ 各病院の病床数 

  各病院の病床数を定める。 

ス 中期計画の見直し 

計画期間中において、状況を踏まえ必要な見直しを行う。 
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16 令和６年度一般会計２月補正予算（その２）歳出の事業 

【健康医療局関係】 

 

(1) ５款 衛生費 １項 公衆衛生費 

・ 歯科保健対策費 20,000千円 

○新災害時歯科保健医療提供体制整備事業費補助 

   災害時における歯科保健医療提供体制を確保するため、避難所での

歯科医療や口腔ケア等に必要な車両や、歯科医療機器の整備に要する

経費を補助する。 

 

(2) ５款 衛生費 ４項 医薬費 

○新・ 職場環境整備等事業費 4,358,054千円 

   職員の離職防止・職場定着を推進するため、現場の生産性の向上、

業務効率化や職場環境の改善等を図る医療機関等に対して支援金を

支給する。 

- 30 -





【議案（令和６年度条例その他） 定県第156号議案】 

 

18 神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

将来県内において地域医療の業務に従事する医師の育成及び確保を図

るため、臨床研修等に関し、所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

ア 県内の地域医療を担う医師の育成及び確保を図るための修学資金の

貸付けについて、返還免除の要件に、やむを得ず県外で臨床研修を受

けた場合も対象とする規定を追加する。（第10条関係） 

イ その他所要の規定の整備を行う。（第２条、第12条関係） 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

  ア 施行期日 

    公布の日 

  イ 経過措置 

    改正後の第10条の規定（同条第１項第２号アに規定する県外臨床研

修に係る部分に限る。）は、令和６年度以降に神奈川県地域医療医師

修学資金貸付条例第２条第１号に規定する大学を卒業した者から適用

する。 
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【議案（令和６年度条例その他） 定県第173号議案】 

 

19 債権の放棄の内容【健康医療局関係】 

 

(1) 放棄の趣旨 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金の

債権を放棄したいので、地方自治法第96条第１項の規定により提案する

ものである。 

 

(2) 内容 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金 

債務者名 住  所 債権の総額 放棄額 放棄する理由 

 

  

 

 

 

円 

1,000,000 

円 

1,000,000 

 

債務者の死亡

及び相続人の

相続放棄 

計 １ 名  1,000,000 1,000,000  
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